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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
脳
脊
髄
液
減
少
症
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
脳
脊
髄
液
減
少
症
発
症
者
の
診
断
基
準
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
「
脳
脊
髄
液
減

少
症
の
診
断
・
治
療
法
の
確
立
に
関
す
る
研
究
」
（
以
下
「
確
立
研
究
」
と
い
う
。
）
の
平
成
二
十
二
年
度
総
括
研
究
報
告

書
で
、
脳
脊
髄
液
漏
が
確
実
な
症
例
を
診
断
す
る
た
め
の
基
準
案
と
し
て
、
脳
脊
髄
液
漏
出
症
及
び
低
髄
液
圧
症
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
画
像
判
定
基
準
案
及
び
画
像
診
断
基
準
案
が
報
告
さ
れ
、
平
成
二
十
三
年
に
こ
れ
ら
の
診
断
基
準
案
が
診
断
基
準

と
し
て
関
係
学
会
の
了
承
を
得
ら
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

脳
脊
髄
液
減
少
症
に
関
す
る
文
献
と
し
て
は
、
国
際
頭
痛
学
会
・
頭
痛
分
類
委
員
会
が
作
成
し
た
「
国
際
頭
痛
分
類
第
二

版
」
や
脳
脊
髄
液
減
少
症
研
究
会
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
委
員
会
が
作
成
し
た
「
脳
脊
髄
液
減
少
症
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
二
〇
〇

七
」
が
あ
る
が
、
脳
脊
髄
液
減
少
症
の
発
症
原
因
や
病
態
等
に
つ
い
て
は
専
門
家
の
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ

れ
ら
の
文
献
を
参
考
に
し
つ
つ
科
学
的
な
根
拠
を
基
に
作
成
さ
れ
た
今
回
の
診
断
基
準
は
、
脳
脊
髄
液
減
少
症
の
診
断
・
治

療
法
の
確
立
に
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

一



確
立
研
究
で
は
、
脳
脊
髄
液
減
少
症
に
よ
る
頭
痛
等
の
症
状
緩
和
の
た
め
の
治
療
法
の
確
立
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い

る
が
、
お
尋
ね
の
い
ず
れ
の
研
究
に
つ
い
て
も
、
確
立
研
究
で
は
実
施
し
て
お
ら
ず
、
確
立
研
究
以
外
で
類
似
の
研
究
が
実

施
さ
れ
て
い
る
か
は
把
握
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

今
回
の
診
断
基
準
は
、
確
立
研
究
で
、
脳
脊
髄
液
減
少
症
の
診
断
・
治
療
法
の
確
立
に
向
け
た
研
究
の
第
一
段
階
と
し
て
、

脳
脊
髄
液
漏
が
確
実
な
症
例
を
診
断
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
症
例
の
周
辺
病
態
の
診
断
基
準
等
に
つ

い
て
は
、
確
立
研
究
で
、
更
な
る
研
究
が
進
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
「
国
際
頭
痛
分
類
第
二
版
」
の
診
断
基
準
」
が
「
国
内
の
関
連
訴
訟
で
脳
脊
髄
液
減
少
症
発
症
者
の
訴
え
を

退
け
る
有
力
な
根
拠
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
き
た
」
か
は
承
知
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
治
療
法
を
含
め
た
新
た
な
医
療
技
術
の
医
療
保
険
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
日
本
医
学
会
分
科
会
に
属
す
る
学
会

等
か
ら
保
険
適
用
に
つ
い
て
の
御
提
案
を
受
け
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
診
療
報
酬
調
査
専
門
組
織
の
下
に
設
け
ら
れ

二



た
医
療
技
術
評
価
分
科
会
に
お
い
て
検
討
を
行
っ
た
後
に
、
又
は
、
先
進
医
療
と
し
て
承
認
さ
れ
、
先
進
医
療
専
門
家
会
議

に
お
い
て
検
討
を
行
っ
た
後
に
、
同
協
議
会
に
お
い
て
当
該
医
療
技
術
の
安
全
性
、
有
効
性
等
に
つ
い
て
、
科
学
的
な
根
拠

に
基
づ
く
評
価
を
行
い
、
そ
の
保
険
適
用
の
可
否
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
現
時
点
で

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

労
災
保
険
に
関
し
て
は
、
ブ
ラ
ッ
ド
パ
ッ
チ
療
法
等
の
治
療
法
が
医
療
保
険
の
適
用
対
象
と
な
っ
た
場
合
は
、
業
務
上
の

事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
労
働
者
の
疾
病
等
に
つ
い
て
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
基
づ

く
保
険
給
付
の
対
象
と
な
る
。
自
賠
責
保
険
に
関
し
て
は
、
被
害
者
の
症
状
に
つ
い
て
自
動
車
事
故
と
相
当
因
果
関
係
が
認

め
ら
れ
る
場
合
は
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
に
基
づ
く
保
険
金
の
支
払
の
対
象
と
な

る
。
身
体
障
害
者
手
帳
に
関
し
て
は
、
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
等
を
問
わ
ず
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
別
表
に
掲
げ
る
永
続
す
る
機
能
の
障
害
を
有
す
る
者
が
、
交
付
の
対
象
と
な
る
。
障
害
年
金
に
関

し
て
は
、
本
人
の
障
害
の
状
態
が
国
民
年
金
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
八
十
四
号
）
別
表
又
は
厚
生
年
金
保
険

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
十
号
）
別
表
第
一
に
定
め
る
障
害
の
程
度
に
あ
る
場
合
は
、
支
給
の
対
象
と
な
る
。

三



八
に
つ
い
て

脳
脊
髄
液
減
少
症
対
策
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
計
上
し
た
厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
、
脳

脊
髄
液
減
少
症
の
診
断
・
治
療
法
の
確
立
に
向
け
た
研
究
を
、
引
き
続
き
、
推
進
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

四


